
 

京都ならではの関係人口の創出・拡大及びＵＩＪターンの促進に向けた受入体制構築業務 

に係るプロポーザル募集要項 

 

京都ならではの関係人口の創出・拡大及びＵＩＪターンの促進に向けた受入体制構築業

務の委託に関し、次のとおり受託希望者を募集する。 

 

１ 募集趣旨 

本市では、結婚・子育て期や就職期の転出が顕著となっており、全国的な少子化傾向

も相まって、人口減少局面に入っている。 

全国的な人口減少の中で、京都のまちの魅力を将来に向けて更に高めていくためには、

市内に居住する「定住人口」のみならず、市外から地域と多様に関わる「関係人口」に

も着目し、地域の活力向上や新たな価値創出につながる市内外の人々との交流を拡大・

深化させていくことが重要である。 

本市は、個性と特色あふれる大学・短大等が集積し、約１５万人の学生が学ぶまちで

あり、市内外に多様な分野で活躍する人材を多数輩出しているほか、国内外から年間５

千万人超の観光客が訪れるなど、市外における潜在的な「関係人口」の幅広さが都市の

強みとなっている。また、市内では、公民連携で本市への定住・移住促進に取り組む「京

都市定住・移住応援団」をはじめ、様々な企業・団体等が各々の分野で活動を展開され

ている。 

本業務では、こうした市内の「住む人・活動する人」と市外から本市に「関わろうと

する人」が交流する機会を持つための仕組みや受入体制の構築を行うことで、京都なら

ではの関係人口の創出・拡大やＵＩＪターンの促進に取り組むものである。 

  なお、実施に当たっては、市内における企業・団体等との幅広いネットワークや、市

外のターゲット層に向けた情報発信力、仕組み・受入れ体制構築のための専門的な知識

等、幅広いノウハウや知見が求められ、価格以外の要素を総合的に審査する必要がある

ため、プロポーザル方式により事業者を選定する。 

 

２ 委託期間 

  契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 委託業務の内容 

  別紙「仕様書」のとおり 

 

４ 委託金額の上限 

３，６７５，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

※ 上記金額には、業務の提供に当たり発生する全ての費用を含む（追加費用の請求

は不可）。 

 

 



５ 参加資格 

次の⑴又は⑵のいずれかに該当するものとし、共同事業体による応募にあっては⑶に

該当するものとする。 

⑴ 京都市競争入札参加有資格者名簿に登載され、かつ、次のアからエに掲げる条件を

満たす者であること。 

ア 参加申込日から参加資格の確認までの期間に、京都市競争入札等取扱要綱第２９

条第１項の規定に基づく競争入札参加停止を受けていないこと。 

イ 本件プロポーザルに参加しようとする個人、法人の代表者又は個人若しくは法人

の代表者の委任を受けた者（以下「代表者等」という。）が、本件プロポーザルに

参加しようとする他の代表者等と同一人でないこと。 

ウ 代表者、役員、又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容

疑があったとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日

から２年を経過しない者でないこと。 

エ 団体又は代表者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第３条又は第

８条第１項第１号に違反するとして公正取引委員会から排除措置命令若しくは課徴

金納付命令を受け、同委員会から告発され、又は逮捕され、若しくは逮捕を経ない

で公訴を提起された日から２年を経過しない者でないこと。 

 

⑵ 前号に該当せず、かつ、次のアからケに掲げる条件を満たす者であること。 

ア 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者でないこと。 

イ 地方自治法施行令第１６７条の４第２項各号のいずれかに該当し、３年を経過し

ない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する

者でないこと。 

ウ 引き続き１年以上、当該業務を営んでいること。 

エ 法人税又は所得税及び消費税の未納がないこと。 

オ 京都市の市民税及び固定資産税の未納がないこと。 

カ 京都市の水道料金及び下水道使用料の未納がないこと。 

キ 法令の規定により、当該営業について、免許、許可又は登録等が必要な場合は、

当該免許、許可又は登録等を受けていること。 

ク 京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定

する暴力団密接関係者でないこと。 

ケ 前号イ、ウ、エに掲げる条件を満たすこと。 

 

⑶ 共同事業体による応募にあっては、以下の資格要件を全て満たすこと。 

ア 共同事業体の全ての構成員が、上記⑴又は⑵の要件を満たすこと。 

イ 共同事業体の代表者は、共同事業体の構成員の中から選定することとし、本市の

窓口となるとともに、共同事業体の正確な意思伝達を行うこと。 

ウ 共同事業体の所在地は、共同事業体の代表者の所在地であること。 

エ 共同事業体の全ての構成員は、別の応募者又は別の共同事業体の構成員として、

本プロポーザルに応募していないこと。 



６ 提出資料 

⑴ プロポーザル参加申込書【第１号様式】            １部 

⑵ 提案書【任意様式】                            ３部 

⑶ 見積書【第２号様式】 及び見積明細書【任意様式】       ３部（原本は１部で可） 

⑷ 個人情報の取扱いに係る安全管理措置状況申出書【第３号様式】 １部 

 

 なお、「５ 参加資格」⑵に該当する参加希望者は、以下⑸から⑼の書類を、「５ 参

加資格」⑶に該当する参加希望者は、以下⑽の書類を合わせて提出すること。 

 

⑸ 登記事項証明書（履歴事項全部証明書又は登記簿謄本） 

⑹ 「５ 参加資格」⑵エ、オを証明する納税証明書（オについては、京都市内に事業

所等が所在する場合、若しくは固定資産を所有する場合のみ） 

⑺ 調査同意書（水道料金・下水道使用料）【第４号様式】 

⑻ 「５ 参加資格」⑵キを証明する免許等の写し 

⑼ 京都市暴力団排除条例施行規則第７条の規定に基づく誓約書【第５号様式】 

⑽ 共同事業体協定書【任意様式】 

※ 共同事業体による応募にあって、「５ 参加資格」⑴の要件を満たさない構成員につ

いては、上記⑸～⑼の書類を提出すること。 

 

７ 提出資料に関する補足 

・ 「６ 提出資料」⑴、⑶、⑷、⑺及び⑼の様式は、別添の様式を利用すること（第

１～５号様式）。 

・ 「６ 提出資料」⑵については、自由様式とする。ただし、大きさはＡ４サイズと

し、中綴じ・冊子タイプの装丁は避けること。内容については、別紙「仕様書」に記

載する業務内容に係る提案のほか、本業務の遂行に当たっての人員等の実施体制（必

要に応じて従事者の経歴等も含めること）、類似業務の受託実績（契約期間、業務内

容、受託金額）が分かる資料及び会社概要を合わせて提出すること。 

・ 「６ 提出資料」⑶は、間接経費も含め、各事業に係る費用の内訳が分かるように

すること。 

・ 「６ 提出資料」⑸及び⑹は、発行年月日が提出前３箇月以内のものを提出するこ

と。なお、写しでの提出も可とする。 

・ 「６ 提出資料」⑹のうち、「５ 参加資格」⑵エを証明する納税証明書について

は、法人の場合は納税証明書「その３の３」、個人の場合は納税証明書「その３の

２」を提出すること。 

 

８ 提出期限、提出先等 

⑴ 期限 

令和８年４月８日（水）午後５時まで 

 

 



⑵ 提出方法及び提出先 

「14 プロポーザル参加申込書等提出先及び質問先」の宛先へ、書面を持参又は郵

送（提出期限までに必着）にて提出すること。 

⑶ 注意事項等 

ア 本プロポーザル参加に要する一切の費用は、参加者の負担とする。 

イ 提出された書類等は、参加者に返却しない。 

ウ 提出期限以降における書類等の差替え及び再提出は、明らかな誤字脱字等によ

り、本市の承諾を得た場合以外は認めない。 

エ 公文書公開請求等があった場合、提出された書類等を公開することがある。 

 

９ 質問及び回答 

本プロポーザルについて質問がある場合は、「14 プロポーザル参加申込書等提出先

及び質問先」のメールアドレスに送付（質問の受付は、令和８年４月１日（水）午後５

時まで）することとし、電話での質問は不可とする。 

質問に対する回答については、令和８年４月２日（木）を目途に、京都市ホームペー

ジ「京都市情報館」に掲載する。 

 

10 審査 

プレゼンテーションは実施せず、書類審査のみとし、事業者の選定のために組織する

審査委員会（総合企画局人口戦略室長、住むなら京都推進課長、住むなら京都推進係長

の３名で構成）が審査を行う。 

審査の採点に当たっては、「11 審査基準」に掲げる項目ごとに採点を行う。 

なお、応募事業者が１事業者であった場合も、企画提案内容を審査、採点のうえ決定

する。また、受託希望者の最高点が１８０点（３００点満点）に満たない場合は、再度

プロポーザルを実施する。 

 

11 審査基準 

提案書について、以下の項目について採点のうえ各項目の合計点で順位を決定し、最

も順位の高い事業者を受託候補者として選定する。 

なお、採点結果が同点の場合は見積金額が低い者を上位とし、それでも順位が決定し

ない場合は、くじ引きにより受託候補者を選定する。 

  



＜採点項目＞ 

評価項目 配点 評価のポイント 

提案内容 40点 

(各 10点) 

・業務内容を十分に理解したうえで、事業のターゲットを

適切に捉えた戦略的な企画提案であるか。 

・移住希望者や本市への関与を求めるユーザー（ターゲッ

ト）及び受入側のニーズ等を十分に考慮した実現可能性

のある企画提案であるか。 

・京都市政や京都市の特徴等について十分理解するととも

に、地方移住や関係人口についての見識を有し、最新の

動向を踏まえた企画提案であるか。 

・「１ 募集趣旨」に照らし、その目的を達成するうえで質・

量を含め効果的かつ効率的な企画提案であるか。 

ネットワーク 

発信力 

20点 

(各 10点) 

・移住希望者や本市への関与を求めるユーザー（ターゲッ

ト）とのネットワークや、ターゲットへの情報発信力を

十分に有しているか。 

・受入側となる市内の企業・団体等とのネットワークを十

分に有しているか。 

実施体制 20点 

(各 10点) 

・仕様書に定められた業務を安定的に実施することができ

る体制を確保できているか。 

・業務に必要なスキルを持つ人員構成であり、役割分担や

プロジェクトマネジメント体制は明確か。 

業務実績 10点 ・直近 3 年間において、本業務の実施に類似あるいは関連

する業務を実施した実績があるか。 

見積金額 10点 ・以下の数式により算出（※小数点以下は切捨て） 

評価点＝10 点×(全受託希望者の中の最低提案価格)／(受託希望者の提案価格) 

 

12 審査結果の通知・公表 

審査結果を各事業者に通知するとともに、参加した事業者及び評価点を京都市ホーム

ページ「京都市情報館」において公表する。 

 

13 契約手続 

プロポーザルの実施後、本プロポーザルで提示する仕様書及び受託候補者の提案内容

を踏まえ、契約内容について協議し、合意に達した場合に契約を締結する。 

受託候補者が、契約内容に合意できない場合は、審査の結果、受託候補者の次に順位

の高かった者と協議を行い、合意に達したときは、その者と契約する。また、その者と

合意に達しないときは審査の結果の順位に従って協議を行う。 

なお、京都市会において予算が承認されないなどの事情により本件に係る予算が成立

しないときは、事業が中止になることがある。この場合において、本件委託のために行

った準備行為等に係る費用が既に発生している場合でも、応募者は、その費用を京都市

に請求することはできない。 



 

14 プロポーザル参加申込書等提出先及び質問先 

京都市 総合企画局 人口戦略室 住むなら京都推進担当（担当：中筋、木村） 

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488 番地 

電 話：075-222-3037 メール：sosei-senryaku@city.kyoto.lg.jp  


